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開会　午前１０時００分 

○事務局長（請川義浩君）　御起立願います。 

　おはようございます。請　川　義　浩 

　町民憲章を斉唱いたします。 

　一つ、みんなで力を合わせ、ひろく産業をおこし、豊かな町を育てましょう。 

　一つ、みんなで教養を深め、たくましい心と体をつくり、北方文化のかおり高い町を

育てましょう。 

　一つ、たがいにむつみ、助けあい、だれもが生きがいをもてるあたたかい町を育てま

しょう。 

　一つ、たがいにきまりを守り、よい習慣をつくり、平和で明るい町を育てましょう。 

　一つ、恵まれた自然を生かし、住みよい環境をつくり、美しい町を育てましょう。 

　お座りください。 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　ただいまから、令和６年陸別町議会１２月定例会を開会しま

す。 

　庄野会計管理者より、午後から退席する旨、報告がありました。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　これから、諸般の報告を行います。 

　議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので、御了承願

います。 

──────────────────────────────────── 

◎町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　町長から行政報告の申出があります。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　１０月１６日の第５回臨時会以降、本日までの行政報

告を申し上げます。 

　お手元にお配りしております書面のとおりの内容でありますが、口頭で１件御報告申

し上げます。 

　令和５年度特定健診受診率についてであります。 

　陸別町の令和５年度の国保における特定健診受診率が７３.６％となり、全道で１位

となりました。 
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　また、この受診率は町にとっても過去最大であります。今後も生活習慣病予防のため

の効果的な事業を実施し、町民の健康維持に努めてまいります。 

　以上で、行政報告を終わらせていただきます。 

──────────────────────────────────── 

◎教育関係行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　次に、教育長から教育関係行政報告の申出があります。 

　有田教育長、登壇願います。 

○教育長（有田勝彦君）〔登壇〕　陸別町議会９月定例会以降、本日までの主な教育関

係の行政報告につきましては書面のとおりでありますが、口頭で１件御報告いたしま

す。 

　陸別小学校の学級編成についてであります。 

　１０月２日開催の第１３回陸別町教育委員会議の議事の中で、令和７年度新入学児童

の学齢簿の作成についてを審議していますが、陸別小学校は、新２年生６人、新３年生

が１０人となりますので、この二、三年生は、学級編成基準に基づき、令和７年度は複

式学級になる予定となっております。 

　今後も引き続き感染症対策など、児童生徒の体調管理を徹底し、円滑な学習活動が行

われるよう取り組んでまいります。 

　以上で、教育関係の行政報告を終わります。 

○議長（久保広幸君）　これで、行政報告を終わります。 

　ただいまの報告に係る一般質問の通告は、本日午後５時までに提出してください。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　これより、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。 

　会議録署名議員は、１番濱田議員、２番三輪議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２　会期の決定の件 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第２　会期の決定の件を議題にします。 

　本件については、１２月６日に議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について協

議しておりますので、委員長より報告を求めます。 



― 5 ― 

　三輪委員長、登壇願います。 

○２番（三輪隼平君）〔登壇〕　令和６年陸別町議会１２月定例会の運営について、１

２月６日に開催しました議会運営委員会において慎重に協議しましたので、その結果に

ついて報告いたします。 

　今定例会においては、町長から事前に配付のありました議案は、条例の一部改正７

件、条例の制定１件、補正予算６会計の合わせて１４件であります。 

　議会関係では、一般質問３名及び委員会の閉会中の継続調査についてを予定しており

ます。 

　会期につきましては、議案の件数、内容などを総合的に勘案し、協議の結果、お手元

にお配りしております予定表のとおり、本日から１２月１２日までの３日間とし、１２

日を予備の日とすることに決定いたしました。 

　次に、議案の一括議題についてでありますが、議事の能率化を図る上から、提案理由

が同一のものなどについては、一括して行うことにいたしました。 

　よって、議案第７２号から議案第７５号までの条例の一部を改正する条例４件、議案

第８０号から議案第８５号までの令和６年度各会計補正予算６件については、従前の例

と同様に、提案理由の説明は一括して受けることとし、質疑、討論、採決は、各議案、

各会計ごとに行うことにいたしました。 

　以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、特段の御理解と御協力を

お願い申し上げ、報告といたします。 

○議長（久保広幸君）　お諮りします。 

　本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日から１２月１

２日までの３日間としたいと思います。 

　御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、会期は、本日から１２月１２日までの３日間とすることに決定しまし

た。 

　次に、お諮りします。 

　一括議題等、会議の進め方については、議会運営委員長の報告のとおり行うことに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認め、そのように行うことに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第　３　議案第７２号職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例 

◎日程第　４　議案第７３号特別職の職員の給与に関する条例の一部を 



― 6 ― 

改正する条例 

◎日程第　５　議案第７４号議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例 

◎日程第　６　議案第７５号会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関 

する条例の一部を改正する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第３　議案第７２号職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例から日程第６　議案第７５号会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例まで、４件を一括議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第７２号職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例についてですが、令和６年８月８日の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与等

が改正される見込みであることに伴い、所要の改正するものであります。 

　続きまして、議案第７３号特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついてですが、職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、所要の改正をするものであ

ります。 

　続きまして、議案第７４号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例についてですが、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正に伴

い、所要の改正をするものであります。 

　続きまして、議案第７５号会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例についてですが、令和６年８月８日の人事院勧告に基づき、国家公務員

の給与等が改正される見込みであることに伴い、所要の改正をするものであります。 

　以上、４件を一括して提案いたします。 

　内容につきましては、総務課長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。 

○総務課長（丹崎秀幸君）　それでは、議案第７２号職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例について説明いたします。 

　議案集は、１ページから２９ページとなります。 

　本条例は、令和６年８月８日の人事院勧告に基づくものとなっております。 

　改正は、大きく７点ありまして、１点目として、給料表の改定による給料の増額。 

　２点目は、期末手当及び勤勉手当の増。 

　３点目といたしまして、寒冷地手当の改正で、こちらも増額。 

　４点目は、扶養手当の改定で、配偶者分を廃止して子供分を増額する改正、こちら

は、今後２年間で段階的に実施いたします。 
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　５点目として、通勤手当の上限を５万５,０００円から１５万円に引上げ。 

　６点目は、再任用職員の手当の拡充。住居手当、寒冷地手当を新たに支給するもので

す。 

　最後、７点目ですが、給料表を来年４月から再度改定して、現在の初号付近を削除す

ることにより、最低水準を引上げするものであります。 

　それでは、順に説明してまいりますので、議案説明書資料ナンバー１―１を御覧くだ

さい。 

　１番目の８月８日、人事院勧告の概要につきましては、ただいま申し上げた内容です

が、改めて申し上げますが、行政職給料表１、その他の俸給表の改定ということで、給

料表の引上げ、平均改定率は２.７６％、令和６年４月１日に遡及して実施いたしま

す。 

　一例を申し上げますと、大卒初任給で２万３,８００円の増額。これは、当町におけ

ますと、１級４５号棒という位置づけになりますが、従前の１９万６,２００円を２２

万円とするものであります。 

　次に、期末・勤勉手当ですが、こちらは、年間合計で４.５か月分を支給していたも

のを４.６か月とする内容であります。 

　適用は、令和６年１２月１日としております。 

　中段の表を御覧いただきたいと思います。 

　期末・勤勉手当につきましては、年間でそれぞれ０.０５か月増としておりますが、

今年度に限り、増額分を１２月期に支給し、令和７年４月１日以降は６月期と１２月期

の年２回の手当支給に、それぞれ０.０２５か月ずつ増となるように再配分しておりま

す。 

　なお、再任用職員につきましては、期末手当、勤勉手当の改定が、それぞれ０.０２

５か月の増となり、年間の支給合計は２.４か月となります。 

　ページを１枚めくっていただきまして、資料ナンバー１－２の表になる部分でありま

す。 

　こちらも本年度に限り、増額分を１２月期に支給し、令和７年４月１日からは６月、

１２月それぞれ０.０１２５か月ずつ増となるよう、職員と同様の調整を行います。 

　次に、資料ナンバー１－３を御覧ください。 

　１－３、改正の第１条、①において、寒冷地手当を表のとおり改正いたします。各区

分ごと、増額の改正です。適用は令和６年４月１日となります。区分ごとに、３区分ご

ざいますが、それぞれ増額となっております。 

　②番につきましては、先ほど説明したとおりです。 

　次の第２条につきましても、先ほど説明した期末・勤勉手当についてであります。 

　下段に行きまして、第３条になります。 

　第３条は、令和７年４月１日から適用となる改正です。扶養手当を表のとおり段階的
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に改定いたします。 

　配偶者の欄を御覧いただきたいのですが、配偶者は、現行の支給額６,５００円につ

きまして、令和７年度は３,０００円に、そして令和８年以降はゼロとするものであり

ます。 

　一方、子供につきましては、その下の行でありますが、現行の支給額１万円を令和７

年度は１万１,５００円、令和８年度以降は１万３,０００円とするものであります。 

　資料ナンバー１－４に移ります。 

　②の期末手当、勤勉手当につきましては、先ほど説明したとおりです。 

　③の通勤手当の上限額引上げにつきましては、支給限度額の上限となる金額を５万

５,０００円から１５万円に引き上げる。 

　④番、再任用職員に支給する手当の拡充についての説明です。こちらは、先ほど申し

上げましたとおり、住居手当と寒冷地手当を新たに支給できるようにするものでありま

す。 

　最後、⑤番になりますが、令和７年４月より、給料表を再度改正して、各級における

初号付近をカットし、全体の水準を引上げするものの説明となります。 

　なお、給料表１－１級につきましては、当町の給料表が国の給料表とずれが生じてお

りましたが、今回の改正で解消し、国と同等になるように措置しております。 

　附則では、それぞれの改正についての実施時期を定めるとともに、既に支給済みの給

与を内払いとする規定、号棒の切り替えについての規定、扶養手当の経過措置などを定

めております。 

　資料ナンバー２－１から２－５までは新旧対照表となります。 

　表の右側が現行で、左側が改正案となります。下線部分が改正箇所となりますので、

御参照いただきたいと思います。 

　それでは、議案集２９ページにお戻りください。 

　改定の内容及び附則につきましては、ただいま説明したとおりでございますので、条

文及び附則の朗読は省略させていただきます。 

　以上で、議案第７２号の説明とさせていただきます。 

　続きまして、議案集３０ページを御覧ください。 

　議案第７３号特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明申

し上げます。 

　本改正は、職員の給与に関する条例の一部改正に伴うものであります。 

　議案説明資料によって御説明申し上げますので、資料ナンバー３を御覧ください。 

　中段の過去改正内容の部分であります。 

　①としまして、期末手当の支給月数を、一般職である職員の期末・勤勉手当と同様の

年４．６か月とするものであります。内訳としましては、６月、それから１２月をそれ

ぞれ０.０５か月分引き上げて、２.３か月とするものでありますが、第１条により、今
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年度は１２月期の期末手当を０.１か月引き上げて、２.３５か月とし、第２条で、職員

と同様に令和７年４月１日以降に、６月、それから１２月に、それぞれ０.０５か月ず

つ増となるよう再配分しております。こちらは職員と同様の改定となります。 

　これらは、施行期日を附則で定めることにより、実施時期を変えております。 

　なお、議案説明書、資料ナンバー４は新旧対照表となるので、御参照いただきたいと

思います。 

　それでは、議案集３０ページにお戻りください。 

　改正の内容につきましては、ただいま説明したとおりですので、条文の朗読は省略

し、附則を読み上げます。 

　附則、この条例は公布の日から施行し、令和６年１２月１日から適用する。ただし、

第２条の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

　以上で、議案第７３号の説明とさせていただきます。 

　続きまして、議案集の３１ページです。 

　議案第７４号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について説明いたします。 

　議案集３１ページ、それから資料ナンバーは、先ほどと同じく３になります。 

　本改正は、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴うものであります。 

　資料ナンバー３の②に当たる部分でありますが、特別職と全く同じ内容の改定となり

ますが、期末手当を年４.６か月とするものであります。増額分につきましては、今年

度に限り１２月期に支給し、令和７年４月１日以降は、再配分によって６月及び１２月

に、それぞれ２.３か月とする内容の改正となります。 

　また、附則につきましても、特別職と同様に、施行期日等を定めております。 

　なお、議案説明書、資料ナンバー５が新旧対照表となります。後ほど御参照いただき

たいと思います。 

　それでは、議案集３１ページへお戻りください。 

　改正の内容及び附則につきましては、ただいま説明したとおりですので、条文及び附

則の朗読は省略させていただきます。 

　以上で、議案第７４号の説明とさせていただきます。 

　続きまして、議案第７５号会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について説明いたします。 

　議案集は３２ページから４８ページとなります。 

　まず、３２ページを御覧ください。 

　会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

　別表第１から別表第４までを次のように改める。 

　別表は、３３ページから４３ページとなります。 

　内容につきましては、人事院勧告に基づく給料表の改正であり、国に準拠したものと
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なります。 

　また、国の規定とずれが生じていた部分も含めて改正するよう全体の見直しを図って

おります。 

　一例を申し上げますと、高卒初任給相当であります行政職１級５号棒で、従前の１６

万６,６００円を１８万８,０００円に、２万１,４００円増となるような改定となって

おり、この改正は、職員と同様となっております。 

　４４ページを御覧いただきたいと思います。 

　附則において、施行日を令和７年４月１日とするように規定するとともに、職員と同

様に、給料表の改正に伴う号棒の切り替えを定めております。切替表は４５ページから

４７ページとなります。 

　以上で、議案第７５号の説明とさせていただきます。 

　これで、議案第７２号から議案第７５号までの一括の説明とさせていただきます。 

　以後、御質問によりお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（久保広幸君）　これから、議案第７２号の質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　今の説明で分かったし、それから、提案の意味も分かったので

すけれども、普通こういう形で職員の給料を上げていく場合に、人勧によって答申され

たものが政府の議会で決定するという流れだと思うのですけれども、人勧で答申されて

いるというのは聞いているのですけれども、国のほうでは今、国会が開会中でありま

す。その中で決まったようには聞いていないのですけれども、もし決まって、これより

変化はないと思いますけれども、あった場合にはどのような措置をするのか、その点に

ついてお伺いします。 

　それから、資料１－４にあります通勤手当の支給限度額というのが５万５,０００円

から１５万円になった、３倍近いというか、その辺については何か要因が、考えられる

のは、今まで交通機関を利用している、あるいは燃料等が上がっているという理由なの

かと思うけれども、その辺を確認したいので、お答え願います。 

○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。 

○総務課長（丹崎秀幸君）　２点御質問いただきました。 

　まず、１点目の国の動向についてでありますが、議員がおっしゃるように、まだ国会

で国家公務員の給与改定につきましては行われておりません。ですが、本年１１月２９

日に、公務員の給与改定に関する取扱いというものが閣議決定されております。国は、

今国会に給与法の改正を提案すると聞いております。この閣議決定した内容の中で、地

方公共団体についても適正な改正を求められておりますので、それに従って、今回提案

させていただいております。 
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　なお、改正内容がもし変わった場合はどうするのかという御質問でありますが、当

然、大きく変わるようなことがあれば、この後、再度の改正ということも考えられるの

かと思いますが、現時点ではそういう予定はないと捉えております。 

　それから、２点目の御質問の通勤手当でありますが、国の規定に準じて改定させてい

ただいておりますので、当町において、上限額１５万円になるような例というのは現実

にはございません。国が想定しているのは、遠距離というか、長距離の通勤、特に、例

で申し上げますと、新幹線を使うような通勤も可能とするというような改定をしており

ます。それによって交通費がかなり高くなる、それも含めて認めようという制度改正と

聞いております。当町においては、そのような例はないのですが、国と合わせる改正と

させていただいております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　給与の関係については、今言ったように、もし変化があればそ

の都度を考えるということで理解したのですけれども。 

　通勤手当の関係で、公共交通機関を使用した場合というのですけれども、当町におい

てはないような説明だったのですけれども、いわゆる帯広－陸別間、それから陸別－北

見間、こういう交通関係になると思うのですけれども、その辺については適用されない

のかどうかということです。交通機関というのは陸別に。 

　それから、今言った交通機関を利用している職員の人たちは何人ぐらいいるのです

か。今、説明では、ないと聞いたのですけれども。 

○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。 

○総務課長（丹崎秀幸君）　説明が足りない部分があったかもしれませんが、上限額１

５万円に達するような例はないということでありますので、現時点で、当町で通勤手当

の支給対象職員は何名かおります。ただ、そのほとんどが自家用車によるものでありま

すので、上限額に達するような職員はいないということであります。ただし、公共交通

機関を使っての通勤を除外するものではありませんので、当然、当町でいけば、バスを

使っての通勤も対象となります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第７２号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採
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決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第７３号の質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第７３号特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第７４号の質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第７４号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第７４号は原案のとおり可決されました。 
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　これから、議案第７５号の質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第７５号会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７　議案第７６号陸別町保健センター条例の一部を改正する 

条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第７　議案第７６号陸別町保健センター条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第７６号陸別町保健センター条例の一部を改正す

る条例についてですが、北海道の公衆浴場入浴料金の統制額が改定されたことに伴い、

陸別町保健センター公衆浴場施設の使用料を改定するため、所要の改正を行うものであ

ります。 

　内容につきましては、保健福祉センター次長に説明させたいと思いますので、御審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　空井保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（空井猛壽君）　それでは、議案第７６号の説明をさせていた

だきます。 

　保健センター条例の一部を改正する条例でありますけれども、本条例の一部を次のよ

うに改正しようとするものであります。 

　議案説明書、資料ナンバー６を用いて御説明させていただきますので、資料ナンバー

６をお開きください。 
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　資料ナンバー６ですが、右側が現行条例、左側が今回改正しようとする内容でござい

ます。 

　今回の条例改正につきましては、別表第１の一部を改正しようとするものであります

けれども、説明資料ナンバー６の中段の表を御覧いただければと思います。 

　先ほど提案理由の説明がありましたけれども、北海道の公衆浴場入浴料金統制額が改

定されたことに伴いまして、その改定に合わせまして、本条例の入浴料金を改正しよう

とするものでございまして、今回の北海道の統制額の改定につきましては、当町の区分

でいきますと、中学生以上に当たるところとなりますが、現行の４９０円から５００円

に、１０円値上げをさせていただこうとする内容であります。 

　ほかの区分、それから歩行浴施設を単独で使用する場合の利用料金につきましては、

現行どおりとしようとするものでございます。 

　それでは、議案書４９ページにお戻りください。 

　新旧対照表を用いて御説明させていただきましたので、本文の朗読は割愛させていた

だきます。 

　附則であります。 

　施行期日、これの条例は、令和７年４月１日から施行する。 

　準備行為。 

　町民への周知、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行

日前においても行うことができるであります。 

　以上、雑駁でございますが、議案第７６号の説明とさせていただきます。 

　以降、御質問によってお答えさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　これから、質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　道の公衆浴場料金改定による入浴料金でありますけれども、本

年４月に４５０円から４９０円に改定し、今回の改定では、来年４月から５００円と引

上げになるということでありますが、料金引上げについては、情勢上、燃料費の高騰な

どの観点から、入浴料金の統制額、つまり上限ということでありますので、今回は利用

者の皆様方も理解していただけると思いますが、まず、民間の浴場なら統制額というの

も分かりますけれども、統制額を町民のサービスの一環としてである町営の浴場が従わ

なければならないということでありますけれども、まず、これについて伺いたいと思い

ます。 

　それと、ふれあいの湯に関しましては、昨年、８,６００人弱の方が利用されて、１

日約３０人弱の町民が利用されている状態でありますけれども、町民の入浴施設である
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ことから、もっと多くの町民に利用していただきたいと私は思っております。町民サー

ビスの一環として、度重なる料金の値上げではありますが、さらに町民に利用を促すに

は、例えば高齢者へ、光明石を利用している人工温泉であることから、健康に際し、料

金以上のメリットがあるということをもっとアピールする必要があるのではないかと考

えます。 

　７０歳以上の高齢者については、陸別町では、特別料金として１００円での利用とな

りますので、高齢の年金受給者においては、自宅で入浴するよりは安くなるのではない

かとも考えますので、町民の生活の状況をよく見て考えながら、入浴に関して、交通移

動手段を考える必要もあると思いますが、入浴施設の利用を高めることも必要ではない

かと考えますが、ふれあいの湯の利用増と促進に関して、何か手段を考えているのか、

まず伺いたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（空井猛壽君）　３点ほど御質問があったと思いますが、まず

１点目です。北海道の入浴料金の統制額、議員御指摘のとおり、上限額を定めるもので

ありまして、町営の公衆浴場として、統制額に従うべきかどうかというところが１点目

の御質問だったと思います。 

　この質問に関しましては、過去の経過、４５０円から４９０円に本年４月１日に値上

げさせていただきましたが、それ以前の値上げを１回先送りした経過等もあります。そ

のときは社会情勢というか、経済状況が非常に落ち込んでいた時期でもあり、ここも政

治的判断があったわけですけれども、当時、統制額が改正されましたが、据え置くとい

う判断をさせていただいた経過もあります。昨年度は、景気も一定程度回復というか、

兆しが見えてきたというところで、本年４月から入浴料金の改定をさせていただいたと

ころであります。 

　今回の改正につきましては、来年４月以降４９０円から５００円に値上げをお願いし

ようとするものでありますけれども、この間の経過等も含めて、今回の料金の１０円の

値上げに関しましては、町民の皆さんの御理解をいただけるのではないかと考えており

ます。御指摘のとおり、いろいろと燃料代ですとか電気代ですとか、高騰しているのは

町民の皆さんも周知の事実だと思いますので、今回の料金改定につきましては、一定程

度の御理解がいただけるものと考えているところでございます。 

　２点目です。ふれあいの湯の利用増に関しての御提案等をいただいたことに関すると

ころでありますが、議員おっしゃるとおり、この間、光明石なる鉱物を導入して、公衆

浴場でありながら、沸かし湯でありながらも温泉の気分を味わえるといったような素材

を過去に導入させていただいて、好評を得ているところでございますが、それ以降、残

念ながらと言いましょうか、別な手段を講じて利用客というか、利用者の増加に直接的

につながるような事業につきましては、残念ながら実施できていないところでございま

すが、先ほど御提案のあったとおり、光明石の効果について、もう少し町民の皆さんに



― 16 ― 

アピールというか、周知をすることによりまして、これが利用増に結びつくのであれ

ば、その辺の努力も今後行っていかなければならないということで、御提案をお受けし

たところでございます。 

　それから、利用増に直接的につながっているかどうか分かりませんけれども、この

間、北海道の統制額が改正され、北海道の統制額に掲載されている料金区分につきまし

ては、それに合わせて増額改定させていただいたところでありますけれども、町独自の

区分として、７０歳以上という区分を、公衆浴場のスタート当時から料金を変更してい

ないというところで、昨年の利用状況を見ますと、８,６００人ほど御利用いただいて

いますが、そのうちの７０歳以上の方が約５,０００人いるということでありますの

で、この間、７０歳以上の方の料金を１００円のまま据え置いてきた結果、こういった

７０歳以上の方の利用の増、これも微増ではありますが、年々少しずつ増えているよう

な状況でありまして、その辺の料金改定をこれまで据え置いてきたというところも利用

増につながっているのではないかと分析させていただいているところであります。 

　それから、最後に御提案のありました、高齢者皆さんが広いお風呂でゆっくりしたい

という方においても、交通機関の関係からなかなかお風呂に赴くことができないという

方もいらっしゃるやに先ほどお聞きしましたけれども、直接的に、例えばお風呂まで町

内循環バスを回して送迎をかけるという具体的な改善策というのは、なかなか費用対効

果の問題もあり、難しいのかと考えているところでありますが、町民のタクシー利用に

関しましては、現在、１回当たり３００円で利用できるということで、別な施策になり

ますが、町として、住民の足を安価で確保できるような取組もさせていただきますの

で、入浴料金が１００円に対して、タクシー料金３００円というのはいかがなものかと

思われるかもしれませんが、そういったほかの施策も使いながら、ぜひふれあいの湯の

ほうをお使いいただけるとありがたいというところで考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　今回、４月で料金改定されるということで、できることなら、

今後、ワンコインで入浴できるようなシステムをつくっていただきたいと考えていま

す。 

　また、これは中学生以上ですから、中学生も含まれますので、できれば５００円、ワ

ンコインで済ませるようにしていただきたいと考えています。 

　それから、利用促進に関しましては、私もいろいろ利用者の声を聞きます。非常によ

い浴場であると。ですからもっと町民利用を促すべきだというような意見も出ておりま

す。 

　また、光明石を使っていますので、人工温泉なので、天然温泉同様の効果があるとい

うことも聞いております。公衆浴場でも公衆浴場以上の温泉効果というのもあることか

ら、今回の改定で、広報りくべつに何回でも、温泉効果を町民に促して、もっと利用を
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促すべきであると考えております。 

　また、一部利用者から聞いたのですけれども、光明石に関して、効果を維持するため

には半年ごとに天日干しというのが必要だということの話を聞いております。利用料金

の価値向上のためからも、天日干しというのをやっておられるかどうか伺いたいと思い

ます。 

○議長（久保広幸君）　保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（空井猛壽君）　それでは、私のほうから、一番最後に御質問

がありました光明石の天日干しの関係であります。 

　光明石につきましては、現在のところ天日干しまで至っておりませんけれども、毎週

日曜日はお休みになりますので、そのときには浴場の水を抜いて光明石を乾かすといっ

た作業とか、光明石自体を磨くといいましょうか、洗うといいましょうか、そういった

作業につきましてやらせていただておりますが、現時点で、それをお日様に照らすとい

うところまでは、ちょっと不確かな情報ではありますけれども、現在行っていないので

はないかということで、お答えさせていただきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　お風呂の利用の関係でありまして、貴重な御意見をいただきま

してありがとうございます。 

　考え方として、この統制額に合わせたというのは、ここの金額をまず統制額に合わせ

ていこうと、それで、守るところは守っていこうという二つのめり張りのついた考え方

で今いっております。１０円上げさせていただいております。その代わり、先ほど言っ

た７０歳の方たちに１００円で、この政策は続けていきたいというところがあります。

先ほどの次長の説明のとおりなのですけれども、利用者も７０歳の方たち、５,０００

人何がしという人数なのですが、非常に評判もいいです。 

　では、行くまでの間の、先ほど御提案いただいた、そこまでの足の問題とかがあるの

ですが、今、陸別町としてやれる最大限の町民サービスということで、ここだけは守っ

ていきたいという部分がありますので、そこは御理解いただきたいと思います。 

　今後、ワンコインでという話なのですが、また統制額も上がっていけば、それに合わ

せていくような形は取らせていただきたいと思います。そこは御理解いただいて、守る

ところは守っていくというところを私の政策としてやっていきたいと。 

　ただ、今後どういう情勢になっていくか分からないので、その辺りは、また御意見を

聞きながら進んでいきたいと思います。ただ、現時点では、今そういう考えなので、そ

こで御理解いただきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　先ほど高齢者の入浴施設利用の関係、次長からも聞きました。
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また、町長からも伺いました。町の施設というのは、町民に快適に利用してもらうとい

うことが基本であります。町民がどうすれば快適に利用してもらえるか、これを考え、

広報だけでなくて、愛の鐘の放送も利用していただいて、また、利用の交通手段もやは

り考えていく必要はあるような気がします。最低でも、利用したいけれども交通手段が

ないという高齢者も恐らくおります。そのことから、週に１回程度でいいと思いますけ

れども、車を持たない高齢者の入浴施設利用というのも考えていく必要があるのではな

いかと思います。その辺どうお考えでしょうか。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　貴重な御意見ということで伺いたいと思います。 

　ただ、これが実効性があるかないかというのは、いろいろ検証させていただきます。

私自身のところに、そこまで行くのに足が不便だと、入りたいという情報は入っており

ません。ただ、議員おっしゃるとおり、議員の中でいろいろリサーチされた中の御意見

だと思うので、そういう意見もあってしかるべきかと思いますが、これを政策にすぐ入

れてやるというのはなかなか難しい部分があるのかと思っております。ということで、

貴重な御意見として伺いたいと思います。 

　それと、愛の鐘でとか、いろいろ宣伝のやり方ですが、それは、できる限りやれるこ

とやっていきたいと思います。まず広報等々で、できることから始めていきたいと思い

ます。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。 

　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　ただいまの質疑の中で、議員が質問して、町長は、貴重な意見

と理解していただいたということで、あえてそのことは言いませんけれども、もう少し

工夫したＣＭ。それから、今回１０円、入浴料を上げたのですけれども、割引という方

法も宣伝の一つだと思うのです。例えば親子で、小学生と父兄がつくといった場合には

何ぼか安くするとか、それから、割引券は、多分回数券というのか、そういう方法も

取っているのかと思う面もあるのですけれども、利用促進のために、今、議員が質問し

ていたように、広報で知らせる、あるいは町民、議会とお話ししませんかの中で参加者

が言っていたのですけれども、あれだけのお風呂を利用するのが少ないと、もったいな

いという意見がありましたので、その辺を考えると、もっと宣伝をすると。簡単に言え

ば、天然温泉ではないけれども、温泉に近いような、そういうＣＭというのは広報など

に、利用者の声というか、そういうものも取り上げたＣＭが大事ではないかと思ってい

ますので、町長は先ほど、貴重な意見ということで捉えてもらったので、あえて私の質

問に答えなくてもいいですけれども、今言った利用促進を内部でも十分考えて、町民の

意見を聞きながら、利用していってほしいと思いますけれども。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 
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○町長（本田　学君）　このお風呂が非常に利用者が極端に少なくて、増やしていこう

考え方と、今あるものをもっと増やしたらいいという考え方があると思うのです。現時

点で８,６００人何がしか、１日３０人以上の御利用はある中に、ここからもう少し、

光明石の宣伝をしてもう少し増やしていったらいいのではないかという議論と、利用が

１日ゼロだとか１だという形なので、何かやっていかなければいけないという考え方と

また別だと思うのです。 

　今の現時点で、町として、利用が少な過ぎて、何かをやって皆さんに宣伝しなければ

いけない状況なのかとなると、そこの考え方でいくと、やはり回数券を出したり、いろ

いろなことをしていかなければいけないところなのですが、今の現時点の考え方だと、

光明石を入れているものに対して、こんなにいい、温泉並みの効果がありますと、その

効果を宣伝することが足りていないのではないかという議論だと思うのです。そこを今

やっていこうということで、いろいろ様々、利用者の御意見もあったり、そこまで行け

ない方もいたり、そういうところのフォローに入っていくような政策だと思うのです。 

　今、回数券の話とか割引だとか、そこに行く段階では今はないという状況にありま

す。今の状況はそういう状況で、これからどういうふうになっていくかというところ

に、貴重な御意見として受け止めますというのは、これからいろいろな、物価高騰、燃

料高騰がある中に、５００円が今後１,０００円になったときにどうなのだという話

は、そこでしたいと思います。 

　それと、もっと利用率が下がっていって、皆無的なことになったときに、どうやって

利用してもらうかというのを、それをまた考えていかなければいけないのかというの

が、今後の課題というか、見極めていかなければいけないという考えであります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　町長がそういう考え方で進めるのも行政の一つの方法だと思う

のですけれども、先ほど言ったように、議会とお話ししませんかの中に参加している人

たちは、少ない利用なのでもったいないのではないかという話から、私が今言ったよう

に、先ほどの議員もそういうことを理解した上で質問していると思うのですけれども。 

　物は何でも考えようなのですけれども、結局陸別町内の人が片道３００円、往復で６

００円、そしてお風呂代は、７０歳以上ですけれども、それにプラスした中で、７００

円で入れると。その辺については、考え方なのですけれども、やはりこれだけ灯油が値

上がりするとか、あるいは自家風呂であればメンテもあるのです。もちろん掃除とか。

そういった意味でいけば、お年寄りの人たちが、ふれあいの湯の光明的なものを利用す

ることによって、先ほどの話の中で、利用することによって、ひとり暮らしのお年寄り

の人たちが、お風呂に毎日入らなくてもいいですけれども、少なくとも週に３回とか、

健康を維持するということが、先ほどの陸別出身のお医者さんの伊藤一介さんが、そう

いう笑いと同時に、そういうことが必要だと言っていましたので、その辺を利用促進す
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ることによって、陸別の長寿の中に取り入れるような施策も必要だと思います。 

　そういった意味で、今、町長がいろいろな要因の中で考えていってくれるのだと思い

ますけれども、そういった町民サービスの一環として、お風呂は、公衆浴場というの

は、ゼロになってしまったら、これは自治体の責任ですので、それは保健所のほうも許

さないと思いますけれども、必要な形と、今後も利用しやすいお風呂をどんどん提供し

ていくということを考えていってほしいと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　議員おっしゃるとおりだと思います。向かっている矛先は同じ

なのですけれども、そこにどうやってやっていくかとの議論だと思うのです。現時点

が、申し訳ないのですけれども、駄目だという状況ではないところで、ここから行こう

という話だと思うので、ケース・バイ・ケースで、今決めたことだからずっと行きます

という考えではないのですけれども、今のこだわりとして、統制額に合わさせていただ

いて、１００円のところを維持したいというのが僕の今の考え方であります。 

　ハイヤーで３００円、往復７００円かかる。そこにピンポイントを当てて、それをど

うしたらいいのだという議論ではなくて、お風呂はお風呂の今お話になったと思うので

すけれども、陸別町全体の中の別な角度からいろいろな町民サービスというものも考え

ていかなければいけないと思うので、お風呂の今のことに関しては、今後見極めさせて

いただきながら、皆さんと御意見を交わしていきたいというのが今の考えです。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。 

　保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（空井猛壽君）　大変申し訳ございません。御回答の訂正を１

点させていただければと思います。 

　先ほど工藤議員の御質問の中で、光明石の天日干しの関係につきまして、先ほど、

行っていないだろうという御説明をさせていただいたところですが、実は年２回ほど光

明石を徹底的に洗浄するという業務委託の内容になっていまして、少なくてもその１回

は天日干しによって石を乾かしているという状況にあることを、訂正させていただきた

いと思います。大変申し訳ございませんでした。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 
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　これから、議案第７６号陸別町保健センター条例の一部を改正する条例についてを採

決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 

○議長（久保広幸君）　暫時休憩します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１１時００分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午前１１時１５分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８　議案第７７号りくべつ宇宙地球科学館条例の一部を改正 

する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第８　議案第７７号りくべつ宇宙地球科学館条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第７７号りくべつ宇宙地球科学館条例の一部を改

正する条例についてですが、りくべつ宇宙地球科学館の入館料等について、最近の諸情

勢に対応するために、所要の改正をするものであります。 

　内容につきましては、産業振興課長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　菅原産業振興課長。 

○産業振興課長（菅原靖志君）　それでは、議案第７７号について御説明させていただ

きます。 

　新旧対照表を用いて御説明させていただきますので、議案説明資料、資料ナンバー７

をお開きください。 

　今回の改正につきましては、別表の改正となります。 

　現行、宇宙地球科学館におきましては、昼間と夜間を区別して料金設定をしておりま

すが、改正後は、昼間と夜間の区別をなくし、一律の入館料として、一般の方であれば

５００円、小中学生であれば３００円とするものでございます。 

　併せて、備考の３、４の昼間と夜間の時間設定に係る箇所については削除となりま

す。 

　それでは、議案書５０ページにお戻りください。 
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　附則であります。 

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

　以上、議案第７７号の説明とさせていただきます。 

　以後、御質問によりお答えさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願いし

ます。 

○議長（久保広幸君）　これから質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第７７号りくべつ宇宙地球科学館条例の一部を改正する条例について

を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９　議案第７８号陸別町銀河の森コテージ村設置条例の一部 

を改正する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第９　議案第７８号陸別町銀河の森コテージ村設置条例の

一部を改正する条例を議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第７８号陸別町銀河の森コテージ村設置条例の一

部を改正する条例についてですが、銀河の森コテージ村の使用料等について、最近の諸

情勢に対応するために、所要の改正をするものであります。 

　内容になっていまして、産業振興課長に説明させたいと思いますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　菅原産業振興課長。 

○産業振興課長（菅原靖志君）　それでは、議案第７８号について御説明させていただ

きます。 
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　新旧対照表を用いて御説明させていただきますので、議案説明書、資料ナンバー８－

１をお開きください。 

　今回の改正につきましては、最近の諸情勢に対応するため、条例中の第２条中の表の

改正と、別表第１及び別表第２の改正を行うものでございます。 

　まず、第２条中の表の改正ですが、現行では、６人用コテージ６棟として運用してお

りますが、半地下タイプの２棟につきましては、構造上、許可申請においても８人が定

員となっているため、現状と整合性を図るため、８人用コテージとするものでございま

す。 

　これに伴い、表中の主な施設名称について、１０人用コテージ１棟、８人用コテージ

２棟、６人用コテージ４棟、管理棟１棟、その他関連施設に改正することになります。 

　また、別表第１の改正につきましては、使用料の改定となります。 

　１０人用のコテージについて、繁忙期につきましては、「３万３,０００円」を「３

万８,０００円」に、通常期においては、「３万円」を｢３万４,０００円」に、６人用

の半地下タイプについては、８人用に改正いたしまして、繁忙期については、「２万

２,０００円」を｢２万８,０００円」に、通常期においては、「２万円」を｢２万４,０

００円」に、６人用について、ログタイプ、在来タイプそれぞれ、繁忙期については、

「２万円」を｢２万４,０００円」に、通常期については、｢１万８,０００円」を「２万

１,０００円」に改正となります。 

　別表２については、使用時間の改正になります。 

　使用時間について、これまで、「午後１時から」としていたものを「午後３時」に改

正するものであります。 

　それでは、議案書５１ページにお戻りください。 

　附則であります。 

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

　以上、議案第７８号の説明とさせていただきます。 

　以後、御質問によってお答えさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願い

します。 

○議長（久保広幸君）　これから質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　コテージの６人用６棟のうち２棟を８人用にして、料金の引上

げということになりますけれども、この件についても、やはり諸情勢、燃料費の高騰の

折、仕方いないのかと私は思いますけれども、令和５年度のコテージの稼働率、利用率

でありますけれども、３３％でありますが、利用者については、新規の利用者だけでな

く、推測でありますけれども、リピーターが多いのではないかと思われます。コテージ

の利用者については、新規利用者、また、リピーター、それから町内関係者、この三つ
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の種類かと考えられますけれども、利用者割合についても、大体で結構でございますの

でお聞きしたいと思います。 

　また、私もこの施設につきましては３回ほど利用して、忘れましたけれども、利用者

の利用料金と設備に関して、意見、感想というのは聞く場所があるのか、また、利用者

の意見、感想を記入により知る手段というのは用意しているのかということをお聞きし

たい。 

　それから、コテージ利用者がリピーターが多いのであれば、料金値上げによる利用率

の減少というのは考えられるのではないかと思いますけれども、その辺は大丈夫かとい

うことであります。 

　それから、また、コテージ利用は、土日、祭日に集中しますから、稼働率３３％とい

うのは、私は非常にうまくいっているのではないかと考えますけれども、さらに稼働率

を上げるということになりますと、平日の利用促進をどうするかということになりま

す。銀河の森を検索しますと、町のページ、それから十勝観光連盟、それから、じゃら

ん等で閲覧できますが、利用促進のために、利用を促す手法を別に行っているのか、ま

た、今後に向けて、促進方法だけを新たに考えているのか伺いたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　菅原産業振興課長。 

○産業振興課長（菅原靖志君）　それでは、ただいまの工藤議員からの御質問に対して

御回答させていただきたいと思います。 

　まず、令和５年度につきまして、３３％の利用率ということで、新規及びリピー

ター、町内関係者の利用数ということで、把握しているかということでございますが、

現状としては、新規とリピーターに関わる部分のデータというのは取っておりません。

町内関係者につきましては、令和５年の実績といたしましては、棟数で言いますと、利

用棟数の総利用数が８４１棟のところ、１１４棟が町内の利用となっておりまして、割

合でいうと１３.５％程度になっております。人数でいきますと、４,４９５人の総利用

のうち６５１人の利用となっております。こちらは、同じく１４.５％の利用率という

ことになっております。 

　料金等、施設に対する利用者の感想につきましては、施設内に、利用者の声を聞く

ノートを置いてありまして、そちらで感想等を書いていただくということもしておりま

すので、その中で、施設については好評で、なかなかいい感想が多く見られているとい

う実感はございます。 

　続いて、リピーターに対する対策ということですけれども、今回１人当たり４００円

から５００円程度の値上げということで、これまで利用していただいた方には、ちょっ

と値上がり感があるのかとは思いますけれども、周辺の同様の施設の金額等も考慮いた

しまして、受け入れしていただくのが可能かという金額で今回設定させていただいてお

ります。 

　併せて、平日の利用率のアップを考えているかということでございますけれども、地
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元の方に利用していただくとか、工事関係の方の利用とかも見られますので、ここで大

きく人を伸ばすというのはなかなか難しいと思いますけれども、全体の利用率を上げる

ための取組というのは、何かしら考えていかなくてはいけないかと考えております。 

　ほかに、利用促進を今後どうするのかという話でございますけれども、じゃらんの予

約サイトだとか、紙面でのＰＲ、十勝地方、オホーツク地方の情報紙を活用して、地道

にＰＲしていっております。 

　あと、繁忙期につきましては、上限というか、受入人数が限られているので、平日以

外も、閑散期の利用というのもうまくＰＲしながら、利用増につなげる取組を行ってい

きたいと思っております。 

　コテージ村の魅力につきましては、銀河の森の自然環境全般を背景に、利用者の皆さ

ん、かなり満足いただいているのかと思いますので、今後も天文台や星空の魅力、あと

は自然の魅力等をうまく情報を発信していけたらいいのかと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　先ほどふれあいの湯のところでも質問させていただきましたけ

れども、このコテージについても、町民に対して回覧、広報で、何とか利用を促すとい

うこともぜひこれからやっていただきたいと思います。 

　それと、建物でありますから、今後さらに修繕等の維持費というのがかかってくると

思います。そこで、予約状況については広報に出ておりますけれども、通常期の平日の

町民関係者の利用に関して、予約の入っていない限り、利用価格をもうちょっと下げ

て、町民の関係者に使っていただくということもあり得るのかと思いますけれども、そ

の辺どうお考えか伺いしたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　ただいまの工藤議員の御質問でございますが、皆さん御存じ

のとおり、コテージの繁忙期につきましては、週末関係なく、夏季、正月、ゴールデン

ウィークなどにつきましては、平日でも結構入っております。問題の通常期、夏季など

の繁忙期以外の通常期、閑散期につきましては、御承知のとおり週末のみ、ほぼそうい

うような状況になっておりますが、完全にゼロではございません。非常に少ないことは

事実でございます。 

　ただし、そこを今言われたように町民の利用がということで、今、町民割引という制

度もございますが、さらに安くして開放をするということには、なかなか実際に係る費

用の面からも難しいというのが現実でございます。 

　以上であります。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 
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　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第７８号陸別町銀河の森コテージ村設置条例の一部の改正する条例に

ついてを採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０　議案第７９号陸別町長期継続契約を締結することが 

できる契約を定める条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第１０　議案第７９号陸別町長期継続契約を締結すること

ができる契約を定める条例を議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第７９号陸別町長期継続契約を締結することがで

きる契約を定める条例についてですが、契約事務の円滑化を図るため、施設の管理及び

運営などの継続的役務の提供を受ける契約について、長期継続契約の対象とするため、

所要の制定をするものであります。 

　内容につきましては、総務課長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。 

○総務課長（丹崎秀幸君）　それでは、議案第７９号陸別町長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例について御説明申し上げます。 

　議案集は５４ページ、議案説明書は、資料ナンバー９になります。 

　まず初めに、この条例の目的ですが、条文の第１条で、地方自治法第２３４条の３及

び地方自治法施行令第１６７条の１７に規定する長期継続契約を締結することができる

契約について、必要な事項を定めるとしております。 

　条例第２条では、対象となる契約を規定し、第３条では、施行に関し必要な事項は別

に定めることを規定しております。 

　具体的には、物品のリース契約、公共施設の清掃や管理業務などを想定しておりま

す。 
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　なお、長期継続契約は、あくまでも各年度において予算を必要とします。従前と変わ

らず、毎年度予算案を提出することとなりますので、御承知置きいただきたいと思いま

す。 

　議案説明書に債務負担行為との違いや実施に当たっての留意点などを記載しておりま

すので御参照いただきたいと思います。 

　この条例の制定により、対象となる契約を複数年度にわたり締結することが可能とな

り、事務の円滑化が図られるものであります。 

　条例の説明は以上ですので、条文の朗読は省略して、附則を読み上げます。 

　附則。 

　この条例は、公布の日から施行する。 

　以上で、議案第７９号の説明とさせていただきます。 

　以後、御質問によりお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（久保広幸君）　これから質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　先般、協議会、また本日、説明をあらまし、長期継続について

お話しされました。この長期継続について、もう一度確認させていただきたいのですけ

れども、まず１点目は、長期契約について、何年ぐらいのあれを考えているのか確認で

す。 

　次に、本町において、長期契約はどのぐらいの本数を考えているのか、大まかでよろ

しいです。その辺分かればお願いいたします。 

○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。 

○総務課長（丹崎秀幸君）　２点御質問いただきました。 

　まず、１点目の契約年数でございますけれども、特段の事情がない限り、おおむね５

年程度を基準とするよう考えております。 

　それから２点目が、大体何件くらいあるのかというお話でしたけれども、令和６年度

の事業を例にとって考えますと、債務負担行為により年度開始前に契約を行ったもの

は、全会計含めて３７件ほどございました。ただし、全てが対象となるわけではなく

て、この中から、補助事業などの各条件によって、複数年契約ができないようなものも

当然ございますので、本条例が制定された後で、各担当課によって今後精査していく予

定でありますが、件数については、先ほど申し上げました３７件のうちから何件かとい

う形になろうかと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　今、説明していただきまして、分かりました。 
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　そこで、１点だけお伺いいたします。今の説明の中では、この文章を見ると物品、警

備関係とか保守点検など、毎年継続するものとなっております。 

　内容は多少異なりますが、本町では毎年実施されている維持業務、例えば夏場であれ

ば、大雨とか災害とか、道路点検。冬場であれば除雪業務、滑り止め防止とか歩道除雪

とかいろいろなものがありますが、今後も道路維持関係については、毎年、建設業協会

を中心として継続されて、大変苦労された中で維持管理をしております。 

　その中で、今後も協会を中心にして、限られた特殊業務の環境にありますが、毎年継

続促進ということで考えていくならば、自ずから特定される作業、お金の精算について

は、あくまでも出来高精算で竣工をやっておりますが、その辺、中間で課題、問題があ

れば、そこで変更協議書の中でやっていただくということを考えれば、この辺について

今後考えていけないのかという感じがしまて、今回、質疑したのですが、その辺の見解

をお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。 

○総務課長（丹崎秀幸君）　ただいまの御質問、例として、道路の維持業務とかが対象

とならないのかという御質問だと思いますけれども、条例の規定の中で、今回対象とす

るものは、経常的かつ継続的な業務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から提供

を受ける必要があるものという規定をさせていただいております。 

　災害発生時の業務とか、あるいは冬期間の除雪の業務というものは、臨時的に行われ

るものとして捉えておりまして、経常的に毎年度当初から発生する業務ではないという

位置づけの中から、本長期継続契約の対象とはしていないということで、御理解いただ

きたいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　この契約に関して確認なのですけれども、債務負担行為か

ら、できる限り移行できるものは長期継続契約に変更するという考え方でよろしいのか

と、あと、交付金については全く影響がないのか、この２点、お聞きいたします。 

○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。 

○総務課長（丹崎秀幸君）　債務負担行為から、できるだけ長期継続契約へ変えていく

のかという御質問でありますけれども、先ほどの渡辺議員の御質問への回答にもござい

ましたが、この後、担当課において精査させていただきます。現状では、先ほど申し上

げましたとおり、約３７件ほどありますが、全てが対象となるわけではありません。当

然業務の内容によっては、複数年ではちょっとよくないものもあろうかと思います。一

例として申し上げますと、例えば設備等の保守委託業務のようなものであって、設備の

更新が、例えば１年後とか２年後に設備更新があるという状態のものを５年契約という

わけにはいきませんので、１本ずつ精査をした上で判断していくことになろうかと思い

ます。 
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　ただ、基本的には、複数年契約でメリットというものがございますので、コストダウ

ンも当然期待できます。事務の効率化も図られますので、できるだけ長期継続契約とい

う手法を取り入れていきたいというのは、そのとおりであります。 

　それから、交付金のお話がございましたけれども、国費とか道費ということであれ

ば、当然そこも考慮していかなければならないと考えております。補助事業によって行

われるような業務であれば、当然国費、道費の裏づけがないまま複数年の契約というの

は、やはりこの本旨にそぐわない部分もありますので、それらも含めて今後しっかりと

精査してまいりたいと考えております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第７９号陸別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例についてを採決します。 

　この採決は起立によって行います。 

　本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（久保広幸君）　起立全員です。 

　したがって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１　議案第８０号令和６年度陸別町一般会計補正予算（第７ 

号） 

◎日程第１２　議案第８１号令和６年度陸別町国民健康保険事業勘定特 

別会計補正予算（第２号） 

◎日程第１３　議案第８２号令和６年度陸別町国民健康保険直営診療施 

設勘定特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第１４　議案第８３号令和６年度陸別町介護保険事業勘定特別会 

計補正予算（第２号） 

◎日程第１５　議案第８４号令和６年度陸別町簡易水道事業会計補正 

予算（第２号） 

◎日程第１６　議案第８５号令和６年度陸別町公共下水道事業会計補正 

予算（第２号） 
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──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第１１　議案第８０号令和６年度陸別町一般会計補正予算

（第７号）から日程第１６　議案第８５号令和６年度陸別町公共下水道事業会計補正予

算（第２号）まで、６件を一括議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第８０号令和６年度陸別町一般会計補正予算（第

７号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,４６１万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億１,３１８万円とするもので

あります。 

　続きまして、議案第８１号令和６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第２号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,１６５万円とするものでありま

す。 

　続きまして、議案第８２号令和６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

補正予算（第３号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４６万

６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９４１万円とする

ものであります。 

　続きまして、議案第８３号令和６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第

２号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５９万４,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,８４７万９,０００円とするも

のであります。 

　続きまして、議案第８４号令和６年度陸別町簡易水道事業会計補正予算（第２号）で

すが、第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

　簡易水道事業収益に２１９万５,０００円を追加し、１億６,２０２万９,０００円

に、簡易水道事業費用に３６７万６,０００円を追加し、１億５,８７７万円とするもの

であります。 

　続きまして、議案第８５号令和６年度陸別町公共下水道事業会計補正予算（第２号）

ですが、第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

　下水道事業収益から１万８,０００円を減額し、１億４,３８１万４,０００円に、下

水道事業費用から１万９,０００円を減額し、１億４,３０４万２,０００円とするもの

であります。 

　以上、議案第８０号から議案第８５号まで、６件を一括提案いたします。 
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　内容につきましては、副町長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　それでは、議案第８０号から議案第８５号まで一括で説明さ

せていただきます。 

　初めに、各会計、各科目の補正予算に係る共通事項を説明いたします。 

　今回の補正予算のうち、２節給料、３節職員手当等、４節共済費につきましては、給

与等の改正に伴うもの、人事異動等によるものを計上させていただいております。 

　その他、事業の確定または確定見込みによる補正額についても簡略に説明させていた

だきたいと思います。 

　それでは、議案書１ページをお開きください。 

　議案第８０号令和６年度陸別町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところ

による。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　繰越明許費。 

　第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

　地方債の補正。 

　第３条、地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

　それでは、１３ページ、事項別明細書で、歳出から説明いたします。 

　２、歳出。 

　１款議会費１項１目議会費２節給料１０万６,０００円から４節共済費７万５,０００

円までは、いずれも給与改定等によるものでございます。 

　２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１節報酬２万９,０００円。パート、会計

年度任用職員分で、実績見込みでございます。２節給料２８万３,０００円から４節共

済費１８万４,０００円まで、給与改定等によるものです。１８節負担金補助及び交付

金、北海道市町村福祉協会７,０００円、こちらは確定によるものでございます。 

　５目財産管理費１０節需用費、修繕料２９万２,０００円。庁舎の出入り口にある

ソーラー式街灯２基分のバッテリー交換費用となります。１２節委託料、庁舎管理実施

設計４１６万９,０００円。庁舎全体のＬＥＤ化改修工事に伴う実施設計の委託業務で

ございます。令和７年度以降での改修工事を予定しておりまして、工事費等の算出のた

め設計費を計上いたします。福祉館等整備４６万８,０００円。こちら貸付住宅１軒分

の給湯器交換でございます。１４節工事請負費、建物等改修工事、マイナス１４４万

９,０００円。庁舎エアコン設置工事の確定によるものでございます。 
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　１６ページ、２４節積立金１,８０９万９,０００円。それぞれの内訳でございます

が、ふるさと整備基金、ふるさと納税５３件、６７万１,０００円、利子分５４万８,０

００円、指定寄附１件、５万円。国民健康保険基金１,６００万円。こちらは、令和７

年度以降の国保会計の財源調整分としての積立てでございます。いきいき産業支援基

金、ふるさと納税６件、６万９,０００円。ふるさと銀河線跡地活用等振興基金、ふる

さと納税８件、１０万円。町有林整備基金、ふるさと納税８件、１１万円。地域福祉基

金、ふるさと納税１０件、１１万１,０００円、指定寄付金１件、１０万円。給食セン

ター管理運営基金、ふるさと納税５件、７万６,０００円。スポーツ振興基金、ふるさ

と納税２件、２万６,０００円。地球温暖化対策基金、ふるさと納税９件、１８万８,０

００円、指定寄附１件、５万円。 

　以上でございます。 

　７目企画費１８節負担金補助及び交付金、サマーｉｎりくべつ開催事業、マイナス５

４万６,０００円。こちらは中止による減でございます。 

　１２目銀河の森管理費２節給料から４節共済費までは、いずれも給与改定等によるも

のでございます。 

　１７ページ、１４節工事請負費、建物等改修工事、コテージ改修３４８万７,０００

円。資料ナンバー１０を御覧いただきたいと思います。１０人用のコテージでございま

すが、老朽化のため、床の落ち込み、たわみ、きしみ等が大きく、改修するものであり

ます。なお、改修工事につきましては、利用者に影響のないように閑散期であります３

月下旬から４月中旬頃までの工期を予定しているため、繰越明許費といたします。 

　１４目緊急支援給付金事業費１８節負担金補助及び交付金、物価高騰対応重点支援給

付金７６万円。実績見込みによるものでございまして、同様の額が国庫補助金で予算計

上しております。 

　２項徴税費１目税務総務費２節給料から４節共済費までは、給与改定によるものでご

ざいます。 

　３項１目戸籍住民基本台帳費２節給料から４節共済費まで、いずれも給与改定による

ものです。 

　１９ページ、４項選挙費１目選挙管理委員会費２節給料から４節共済費まで、給与改

定等によるものでございます。 

　２０ページ、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費２節給料から４節共済費

までは、給与改定等によるものです。１０節需用費、光熱水費、マイナス６１万１,０

００円。防犯灯の電気料で、実績見込みによる減となります。１８節負担金補助及び交

付金、社会福祉協議会補助金１３１万７,０００円。職員人件費分で、給与改定等によ

るものでございます。訪問介護事業３３万４,０００円。こちらも社協への委託事業で

ございまして、給与改定等によるものであります。２７節繰出金、国民健康保険事業勘

定分が３,０００円、介護保険事業勘定分が１９万９,０００円、いずれも特別会計では
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町の負担分となります。 

　２目老人福祉費３節職員手当等から４節共済費まで、給与改定等によるものでござい

ます。 

　２２ページ、８節旅費、マイナス２０万９,０００円。当初予定の講習がオンライン

開催になったことで減となるものです。 

　１０節需用費につきましては、訂正をお願いしたいと思います。１０節需用費の横

に、「燃料費」と文言がございますが、これを削除願います。誠に申し訳ございません

でした。光熱水費、マイナス１０９万８,０００円。福寿荘、高齢者交流センターの電

気料でございまして、実績見込みによる減です。１２節委託料、敬老事業、マイナス１

０万円。敬老会の余興分であり、確認による減でございます。１３節使用料及び賃借

料、著作権使用料、マイナス１０万円。こちらも敬老会の余興に伴う経費を見込んでお

りましたが、確定による減となります。老人緊急通報システム借上料２４万９,０００

円。当初２１人を見込みでおりましたが、現在２５人でございまして、実績見込額とな

ります。 

　３目後期高齢者医療費１８節負担金補助及び交付金、後期高齢者医療広域連合６３万

２,０００円。確定によるものでございます。 

　２３ページ、２項児童福祉費１目児童福祉総務費１９節扶助費、障害者介護給付費１

５万９,０００円。放課後デイサービスの利用分、児童発達支援事業分等でございまし

て、実績見込みでございます。こちらは国、道より４分の３の負担がございます。 

　２目児童福祉施設費２節給料から４節共済費までは、給与改定等によるものでござい

ます。 

　２４ページ、１０節需用費、燃料費１５万４,０００円。保育所暖房用燃料、実績見

込みでございます。１４節工事請負費、外構改修工事、マイナス１２１万円。確定によ

るものでございます。１７節備品購入費、管理用備品１万８,０００円。保育所内の電

気ポット１台の更新でございます。１８節負担金補助及び交付金、保育所給食費負担金

１２万６,０００円。入所者の増によるものです。 

　３目児童措置費２２節償還金利子及び割引料、国庫補助金等返還金７９万８,０００

円。令和５年度児童手当に係る精算でございます。 

○議長（久保広幸君）　昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午後　０時００分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　１時００分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　一般会計補正予算、提案理由の説明を受けます。 

　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　それでは、予算書２４ページをお開きください。 

　４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費２節給料から４節共済費まで、給与改
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定等によるものでございます。 

　２目保健衛生施設費１０節需用費、光熱水費１９万円。こちら公衆浴場に係る水道料

であり、実績見込みでございます。 

　３目予防費２２節償還金利子及び割引料、国庫補助金等返還金８万５,０００円。令

和５年度の母子保健衛生費補助金の精算です。 

　５目診療所費２７節繰出金、診療所会計への繰出金、マイナス２,０９１万５,０００

円。こちら特別会計のほうで説明いたしますが、診療所の特別会計のほうの前年度繰越

金を予算化したことにより、この金額を一般会計に戻すという形になります。 

　３項水道費１目専用水道費１８節負担金補助及び交付金、専用水道事務負担金８,０

００円。スマートメーター導入に係る消耗品等の経費を利用割合に応じて簡易水道事業

会計へ負担するものでございます。 

　２目水道費２７節繰出金、簡易水道事業会計繰出金、マイナス８万１,０００円。 

　続きまして、２６ページ。 

　６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費２節給料から４節共済費まで、給与改

定等によります。 

　２目農業総務費２節給料から４節共済費までは、給与改定等によります。 

　３目農業振興費１８節負担金補助及び交付金、新農業人育成事業１５０万円。こち

ら、新規就農志向者２名の方の１月からの実習奨励金と指導奨励金の３か月分でござい

ます。 

　６目営農用水管理費１８節負担金補助及び交付金、営農用水事務負担金１万１,００

０円。こちらスマートメーター導入分でございます。 

　８目農畜産物加工研修センター管理費２節給料から４節共済費まで、給与改定等によ

るものでございます。 

　２８ページ、２項林業費２目狩猟費７節報償費、奨励金７５万円。有害鳥獣駆除奨励

金でございまして、エゾシカの駆除の、現在、年間１,３００頭の予算を計上しており

ますが、１,４００頭と見込まれるため、１００頭分の補正でございます。 

　３目林道新設改良費１４節工事請負費、林道維持管理工事、マイナス１５万４,００

０円。林道改良工事、マイナス６２万２,０００円。いずれも確定による減です。 

　２９ページ、７款商工費１項商工費１目商工総務費２節給料から４節共済費まで、給

与改定等によるものでございます。 

　２目商工振興費１８節負担金補助及び交付金、小規模企業等振興事業９６万８,００

０円。実績見込みでありまして、現在まで３８件、補正後の総額１,３９７万６,０００

円となります。 

　３０ページ、８款土木費１項土木管理費１目土木総務費２節給料から４節共済費ま

で、給与改定等によるものでございます。 

　２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費１０節需用費、修繕料１５２万３,００
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０円。こちらは小型ロータリーの車検時の修繕であり、フロントデフやシュート等の修

繕で、確定見込みでございます。 

　２目道路維持費１４節工事請負費、町道法面補修工事、マイナス７万７,０００円。

排水整備工事、マイナス５０万６,０００円は、共に確定による減です。 

　４目道路新設改良費１４節工事請負費、道路改良工事、マイナス２１６万円。町道ト

マム川沿線分でございます。歩道改良工事、マイナス２９万２,０００円。こちら町道

東１条仲通りの道路整備分です。確定による減でございます。 

　５目街路灯費１４節工事請負費、街路灯改修分でマイナス８万８,０００円。これも

確定による減でございます。 

　５項１目下水道費２７節繰出金、公共下水道事業会計繰出金３７万６,０００円。 

　３２ページ、１０款教育費１項教育総務費２目事務局費２節給料から４節共済費ま

で、給与改定等によるものでございます。 

　３項中学校費１目学校管理費１４節工事請負費、マイナス１４９万５,０００円。体

育館のＬＥＤ改修工事で、確定による減です。 

　５項保健体育費３目学校給食費２節給料から４節共済費まで、給与改定等によるもの

でございます。 

　３５ページから３９ページにかけて、給与費明細書をつけてございますので、後ほど

御覧いただきたいと思います。 

　以上で、歳出を終わりまして、続いて、９ページ、歳入をお願いいたします。 

　１０款地方交付税１項１目１節地方交付税、普通地方交付税４,３１８万２,０００

円。歳出の財源調整分として計上してございます。現在の留保額が４,５６３万円の留

保でございます。 

　１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金２節児童福祉費負担金、障害者介

護給付費負担金７万９,０００円。こちら放課後デイサービス利用等に係るもので、２

分の１の負担でございます。 

　２項国庫補助金１目総務費補助金１節総務管理費補助金７６万円。物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金で、歳出で同額計上しています。 

　１５款道支出金１項道負担金１目民生費負担金２節児童福祉費負担金、障害者介護給

付費負担金３万９,０００円。こちら放課後デイサービス利用等分で４分の１でござい

ます。 

　１０ページ、２項道補助金４目農林水産業費補助金２節林業費補助金、林道宇遠別線

改良事業補助金、マイナス８３０万円。こちら確定による減でございます。 

　１６款財産収入１項財産運用収入２目１節利子及び配当金５４万８,０００円。ふる

さと整備基金の利子でございます。本年度より有価証券として、北海道債を購入したこ

とにより増となります。全額基金に積み立てます。 

　１７款寄附金１項寄附金２目指定寄附金１節総務費寄附金９３万１,０００円。これ



― 36 ― 

から５節の衛生費寄附金２３万８,０００円まで、ふるさと納税分、その他指定寄付金

であり、内訳については、歳出の説明と重複しますので省略させていただきます。全額

各基金へ積み立てます。 

　２０款諸収入４項３目８節雑入、退職手当組合事前交付金清算還付金、マイナス１８

４万６,０００円。こちらは退職者が見込みより増えたため、清算還付金が減となるも

のでございます。 

　２１款１項町債で、総額、マイナス１,１４０万円。いずれも事業確定による増減、

起債の変更に伴う増減等でございまして、節ごとの説明は省略いたします。 

　１目１節総務債、マイナス１,３００万円。 

　２目１節民生債、マイナス１２０万円。 

　４目農林水産業債２節林業債７５０万円。 

　６目土木債１節道路橋りょう債、マイナス３３０万円。 

　８目教育債１節学校教育施設整備債、マイナス１４０万円。 

　以上で、歳入を終わりまして、５ページを御覧ください。 

　第２表、繰越明許費となります。 

　２款総務費１項総務管理費、コテージ村管理事業３４８万７,０００円。こちらは事

業完了が令和７年度と見込まれるための繰越明許でございます。 

　６ページ。 

　第３表、地方債補正。 

　限度額の変更であります。変更本数が１６本、多いため後ほど御覧いただきたいと思

います。変更理由として、事業確定による減額、区分の変更によるものなどでございま

して、変更後の限度額が全体で１,１４０万円の減となります。 

　これが、１１ページ、歳入の２１款の町債費合計と同額となります。 

　以上で、議案第８０号の説明を終了し、続いて、議案第８１号の説明をしたいと思い

ます。 

　議案書１ページを御覧ください。 

　令和６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　５ページの歳出をお開きください。 

　１款総務費１項総務管理費２目連合会負担金１８節負担金補助及び交付金、国保連合

会３,０００円。こちらは保険者ネットワーク負担金の確定でございます。 

　６款２項１目保健事業費７節報償費、記念品、マイナス１万２,０００円。ゲート

ボール大会の中止によるものでございます。 
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　７款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金２２節償還金利子及び割引料、国

庫補助金等返還金５,０００円。こちら令和５年度の特定健診保健指導負担金の精算で

す。 

　続いて、４ページ。歳入を御覧ください。 

　５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金３節事務費繰入金３,０００円。こ

ちら歳出の国保連合会負担金分を事務費として繰り入れます。 

　２項基金繰入金１目１節国民健康保険基金繰入金、マイナス７,０００円。こちら

は、歳入歳出額の調整として基金繰入額を減額するものでございます。 

　以上で、議案第８１号の説明を終了し、続いて、議案第８２号に移りたいと思いま

す。 

　議案書１ページを御覧ください。 

　令和６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　地方債の補正。 

　第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正｣による。 

　６ページ、歳出をお開きください。 

　１款総務費１項施設管理費１目一般管理費２節給料から４節共済費までは、給与改定

等によるものでございます。１４節工事請負費、診療所改修、マイナス１０３万円。ス

プリンクラー設置工事の確定による減でございます。 

　２款１項医業費２目医療用消耗器材費１０節需用費、消耗品費５２万８,０００円。

実績見込みによるものでございます。１１節役務費、クリーニング５万３,０００円。

こちらも実績見込みによる増でございます。 

　４目検査費１２節委託料、検査業務等６７万５,０００円。こちらも実績見込みによ

る増でございます。 

　８ページから１１ページにかけて、給与費明細書をつけてございますので、後ほど御

覧いただきたいと思います。 

　続いて、５ページ、歳入をお願いします。 

　５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金、財政対策分、マイナス２,０９１

万５,０００円。こちらは歳入歳出の調整分で、繰入金の減でございます。 

　６款１項１目繰越金１節前年度繰越金２,１５４万９,０００円。これで前年度繰越金

は全額計上済みでございます。 

　８款１項町債１目医業債１節診療施設整備債、マイナス１１０万円。工事費確定によ

る減でございます。 
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　続いて、４ページを御覧ください。 

　第２表、地方債補正（変更）でございます。 

　過疎対策事業、診療所改修事業、スプリンクラー設置工事分の確定により限度額の変

更でございます。 

　以上で、議案第８２号の説明を終了し、続いて、議案第８３号を説明します。 

　議案書１ページを御覧ください。 

　令和６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　６ページ、歳出をお開きください。 

　２款保険給付費１項介護サービス等諸費２目居宅介護サービス計画給付費１８節負担

金補助及び交付金、居宅介護サービス計画給付費が９万７,０００円。実績見込みによ

るものでございます。 

　２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス給付費１８節負担金補助及び交付

金、居宅介護サービス給付費１４９万７,０００円。こちらも実績見込みによるもので

ございます。 

　続いて、４ページ、歳入を御覧ください。 

　２款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金１節現年度分３２万円。こちら

は、歳出の保険給付費２０％分でございます。 

　２項国庫補助金１目１節調整交付金１４万２,０００円。こちらは８.９％分でござい

ます。 

　３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金１節現年度分１９万９,０００円。

こちらは１２.５％分でございます。 

　４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金１節現年度分４３万円。こちらは２７

％分の負担でございます。 

　６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節介護給付費繰入金、介護給付費

分１９万９,０００円。こちらが１２.５％分でございます。 

　２項基金繰入金１目１節介護給付費準備基金繰入金３０万４,０００円。こちらは、

その他の分の調整となっております。 

　以上で、議案第８３号の説明を終了し、続いて、議案第８４号を説明いたします。 

　１ページを御覧ください。 

　議案第８４号令和６年度陸別町簡易水道事業会計補正予算（第２号）。 

　総則。 

　第１条、令和６年度陸別町簡易水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると
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ころによる。 

　収益的収入及び支出の補正。 

　第２条、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

　収入。 

　第１款簡易水道事業収益第２項営業外収益、補正額２１９万５,０００円。補正後の

額１億９０４万９,０００円。補正後の１款の収入合計額１億６,２０２万９,０００円

とする。 

　支出。 

　第１款簡易水道事業費用第１項営業費用、補正額３６７万９,０００円。補正後の額

１億５,０９９万４,０００円とし、第３項特別損失、補正額、マイナス３,０００円。

補正後の額１４２万１,０００円とし、補正後の１款支出合計額を１億５,８７７万円と

する。 

　議会の議決を得なければ流用することのできない経費の補正。 

　第３条、予算第８条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。 

　（１）職員給与費、補正額、マイナス２７万９,０００円。補正後の額１,０２９万

３,０００円とする。 

　他会計からの補助金の補正。 

　第４条、予算第９条に定めた簡易水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は１億１,４５４万８,０００円である。これを簡易水道事業運営のため、

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１億１,４４６万７,０００円であるに改め

る。 

　事項別明細書で説明いたしますので、７ページを御覧いただきたいと思います。 

　７ページ、収益的収入及び支出、こちらの下段の支出の表を御覧ください。 

　１款簡易水道事業費用１項営業費用３目総係費、給料５万円から８ページの法定福利

費６万３,０００円までは、給与改定によるものであります。 

　委託料３６万６,０００円は、スマートメーター導入に係る費用でございます。 

　４目減価償却費、マイナス６３万７,０００円。こちらは、減価償却費の積算が委託

会社のシステムエラーが発生し、計算誤りが生じたため、更正し、補正するものでござ

います。 

　５目資産減耗費、固定資産除却費４２２万６,０００円。道営の整備事業による移設

分であり、交換前の施設で、まだ減価償却されていない額を費用として計上するもので

ございます。 

　３項特別損失１目その他特別損失、マイナス３,０００円。給与改定によるものでご

ざいます。 

　続いて、７ページ上段の表を御覧ださい。 

　１款簡易水道事業収益２項営業外収益１目他会計補助金、財政対策分、マイナス８万
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１,０００円。一般会計からの繰入金でございまして、現金移動の均衡を図るための金

額でございます。 

　２目長期前受金戻入２１０万８,０００円。減価償却費の更正に伴う経費でありま

す。 

　３目雑収益、他会計料金事務負担金１６万８,０００円。スマートメーター導入に係

る他会計負担分でございます。 

　２ページは、補正予算実施計画書、３ページが予定キャッシュフロー計算書、４ペー

ジが給与費明細書、５から６ページは、貸借対照表となっておりますので、後ほど御覧

いただきたいと思います。 

　以上で、議案第８４号の説明を終了し、続いて、議案第８５号の説明に移りたいと思

います。 

　１ページを御覧ください。 

　議案第８５号令和６年度陸別町公共下水道事業会計補正予算（第２号）。 

　総則。 

　第１条、令和６年度陸別町公共下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

　収益的収入及び支出の補正。 

　第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

　収入。 

　第１款下水道事業収益第２項営業外収益、補正額、マイナス１万８,０００円。補正

後の額１億１,９１５万２,０００円とし、補正後の１款収入合計額を１億４,３８１万

４,０００円とする。 

　支出。 

　第１款下水道事業費用第１項営業費用、補正額、マイナス５万４,０００円。補正後

の額１億３,７３７万７,０００円とし、第３項特別損失、補正額３万５,０００円。補

正後の額７５万９,０００円とし、補正後の１款支出合計額を１億４,３０４万２,００

０円とする。 

　議会の議決を得なければ流用することのできない経費の補正。 

　第３条、予算第８条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。 

　（１）職員給与費、補正額２２万５,０００円。補正後の額５６９万２,０００円とす

る。 

　他会計からの補助金の補正。 

　第４条、予算第９条に定めた下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を

受ける金額は１億２４１万９,０００円であるを、下水道事業運営のため、一般会計か

らこの会計へ補助を受ける金額は１億２７９万５,０００円であるに改める。 

　事項別明細書７ページを御覧いただきまして、１件、訂正をお願いしたいと思いま
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す。 

　７ページの事項別明細書の表題でございますが、令和６年度陸別町公共下水道事業会

計の後に「補正」という言葉を入れていただいて、補正予算明細書になるかと思いま

す。 

　もう一度説明いたします。令和６年度陸別町公共下水道事業会計補正予算明細書、一

番上の表題でございますが、訂正をお願いしたいと思います。誠に申し訳ございません

でした。 

　７ページの収益的収入及び支出、７ページ下段の支出の表を御覧ください。 

　１款下水道事業費用１項営業費用３目総係費、給料２７万１,０００円から法定福利

費５万２,０００円までは、給与改定によるものであります。 

　負担金１５万１,０００円は、スマートメーター導入に係る負担金でございます。 

　４目減価償却費、マイナス３９万５,０００円。こちらは、水道事業会計と同様に、

減価償却費の積算に誤りがあったため、更正し、補正するものでございます。 

　３項特別損失１目その他特別損失３万５,０００円。給与改定によるものでございま

す。 

　続いて、収入。 

　７ページ上段の表を御覧ださい。 

　１款下水道事業収益２項営業外収益１目他会計補助金、財政対策分３７万６,０００

円。一般会計からの繰入金でございまして、現金移動の均衡を図るための金額でござい

ます。 

　２目長期前受金戻入、マイナス３９万４,０００円。こちらは、減価償却費の更正に

伴う変更であります。 

　２ページは、補正予算実施計画書、３ページが予定キャッシュフロー計算書、４ペー

ジは給与費明細書、５から６ページが貸借対照表となりますので、後ほど御覧いただき

たいと思います。 

　以上で、議案第８０号から議案第８５号の説明を終わります。 

　以後、御質問によってお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（久保広幸君）　これから、議案第８０号令和６年度陸別町一般会計補正予算

（第７号）。 

　第１条、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の逐条質疑を行います。 

　事項別明細書は、１３ページからを参照してください。 

　まず、１款議会費、１３ページから、２款総務費、２０ページ上段まで。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、３款民生費、２０ページ中段から、４款衛生費、２６
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ページ中段まで。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、６款農林水産業費、２６ページ中段から、１０款教育

費、３４ページまで。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、歳出全般について行います。ただし、款を区切っての質

疑は終わりましたので、他の款との関連あるもののみとします。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、以上で、歳出についての質疑を終わります。 

　次に、歳入全般について質疑を行います。 

　歳入の事項別明細書は、９ページから１２ページまでを参照してください。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、以上で、歳入についての質疑を終わります。 

　次に、第２条、繰越明許費について質疑を行います。５ページを参照してください。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、第３条、地方債の補正について質疑を行います。６ペー

ジから８ページを参照してください。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　最後に、歳入歳出全般について質疑を行います。ただし、歳入

歳出双方に関連あるものに限定します。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第８０号令和６年度陸別町一般会計補正予算（第７号）を採決しま

す。 

　お諮りします。 
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　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第８０号は原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第８１号令和６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第２号）の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第８１号令和６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第８１号は原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第８２号令和６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第３号）の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、５ページから７ページまでを参照してください。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　次に、第２条、地方債の補正について質疑を行います。４ページを参照してくださ

い。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第８２号令和６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第３号）を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第８２号は原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第８３号令和６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２

号）の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、４ページから６ページまでを参照してください。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第８３号令和６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２

号）を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第８３号は原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第８４号令和６年度陸別町簡易水道事業会計補正予算（第２号）の質

疑を行います。 

　第１条、総則から、第４条、他会計からの補助金の補正全般について行います。 

　補正予算明細書は、７ページから８ページまでを参照してください。 

　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　それでは、１款簡易水道事業費用１項営業費用３目委託料の

検針お知らせ通知３６万６,０００円と５目資産減耗費、固定資産除却費４２２万６,０

００円についてお聞きいたします。 

　まず、検針お知らせ通知ですけれども、スマートメーターに関わるものという説明が
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ありましたけれども、どのようなものなのかもう一度説明をお願いいたします。 

　それと、固定資産除却費ですけれども、これは予算化されていないのですけれども、

先ほどの説明では、減価償却が終わっていない水道管の移動における除去費ということ

でしたけれども、これは今回、複式になって見えてきたものなのか、それとも毎年のよ

うにこちらは上がってくることはなかったのかと思って、私も今回こういう数字は初め

て見たのですけれども、どのようになっているのか、お聞きいたします。 

○議長（久保広幸君）　清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君）　それでは、まず、スマートメーターのほうのお知らせ通知

３６万６,０００円について御説明させていただきます。 

　今回、当該年度中にスマートメーター化を今、事業として進めておりまして、各メー

ターにスマートメーター、通信機器を取り付けておりますが、そこから来たデータが今

度は私どもの事務所のほうで集約され、お客様に料金徴収させていただくのですが、従

前、これまでは検針員がその場で検針した結果を紙で各お宅のほうにお知らせし、検針

結果、水量とかをお知らせしていたわけなのですが、これが一括通信によってデータが

集約されるものですから、お客様の手元に、今月何立法使ったのかという検針結果がお

手元に来ないものですから、そこにつきまして、お客様に通知するための委託費として

計上させていただいております。 

　なお、これにつきましては、今年度に残る月の中での２か月間ということで、今回、

予算を見させていただいております。 

　これによりまして、お客様のほうに、個々の水量が幾らだったのか、どうだったのか

ということが見られますが、私どもとしましても、この事業を通しまして、システムが

開通すればお客様にその旨をお知らせした中で、お客様の手元で、パソコンですとかス

マートフォンですとか、そういった通信機器で検針結果が見られるようになるように最

終的になります。これが皆さんに普及させていただければ、お知らせの数も減っていく

ような形になるかと思っています。 

　ただ、それには、移行するまでの間は、どうしてもお知らせする形も必要だと判断し

まして、今回予算を計上させていただいております。 

　続きまして、固定資産除却費についてでございます。 

　今回、先ほど副町長のほうからもお話ありましたとおり、資産及び減価償却に伴う計

算におきまして誤りがあったということで、そこを見直した際に、この部分も併せて出

てきたような形なのですが、当初、今年度、簡易水道会計の中で、道路事業に伴いまし

て、水道管を移設するための工事費が発生してきております。そこに移設する前の管と

移設後の管があるわけなのですが、移設する前の管につきまして、使わなくなってしま

うという管になってしまうのですが、移設前の既設の管につきましては財産価値として

まだ残っている状態。ただ、それを使わなくなってしまうということで、今後の減価償

却部分が今年度で全てなくなってしまうということになってしまうものですから、その
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分を通常の減価償却費とは別に、固定資産の除却という形で予算計上させていただいて

おりました。当初から分かっていればよかったのですが、私どももこの部分が分かって

いなく、今回の見直し等をした際にこの部分がはっきりと分かってきたものですから、

今回この部分について、別途新規で予算計上させていただいているところです。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　検針お知らせ通知ですけれども、スマートメーターが、先ほ

どの行政報告に、「検定が今月で終わった」ということで、運用はいつぐらい、一斉運

用になると前に説明を受けていましたけれども、それがいつぐらいになるのかと。 

　あと、検針お知らせ通知ですけれども、人件費削減だとか経費削減でスマートメー

ターを取り入れたわけですけれども、意外と検針員より、郵送代にお金がかかるような

ことになってしまわないように、データで受け取れるようなシステムは速やかに取り組

んでいってほしいと思っています。 

　あと、固定資産除却費についてですけれども、今回これが見えてきたということです

けれども、水道管の移設というのは時たまあることだと思うのですけれども、その場

合、今まではこういう除却、今回複式になって、資産を明確にしなければいけないから

見えてきたものであって、今までもこういうケースはあったのか、もう一度お伺いいた

します。 

○議長（久保広幸君）　清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君）　まず、お知らせ票についてなのですが、今うちのほうとし

ても早急にシステムを完成させるよう、関連している業者とも進めていますが、もうし

ばらくかかってしまいそうな状況です。なるべくこちらのお知らせ票に係る費用につい

ては、私どもとしても削減していきたいという思いはありますが、今回、スマートメー

ターの事業を立ち上げるに当たっては、そもそも検針員の後継者、担い手がなかなか見

つからないという事情もあった中で、デジタル化の事業にのせさせていただいて、事業

化していったという部分もありまして、必ずしも費用対効果云々だけではないのが事実

かと思います。 

　ただ、我々も企業会計を担っていますので、今後、その辺につきましては、町民の皆

さんにも周知、お知らせ等をどんどんしていって、なるべくお知らせの分の経費削減に

つなげていきたいと考えております。 

　先ほどの減価償却の部分なのですが、これまでの特別会計ですと、資産、財産の部分

について、お金にならないと言ったらおかしいですけれども、現金化されない予算みた

いなものが予算書の中ではなかった、掲示がなかった。ただ、今回は資産の部分が予算

書の中で明記されてくるものですから、資産としてなくなった以上は、そこの部分を、

使わなくなった形になった以上は、その分を引かなければいけないという形が今回の中

で改めて見えてきたものでありました。これまではそういう考えがなかったのですが、
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今後はそういう考えでやっていかなくてはいけないということであります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、議案第８４号全般について質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第８４号令和６年度陸別町簡易水道事業会計補正予算（第２号）を採

決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第８４号は原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第８５号令和６年度陸別町公共下水道事業会計補正予算（第２号）の

質疑を行います。 

　第１条、総則から、第４条、他会計からの補助金の補正全般について行います。 

　補正予算明細書は、７ページから８ページまでを参照してください。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、議案第８５号全般について質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと、これで終わります。 

　これから、討論を行います。 

　討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第８５号令和６年度陸別町公共下水事業会計補正予算（第２号）を採

決します。 

　お諮りします。 
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　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第８５号は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

　本日は、これにて散会します。 

散会　午後　１時４２分　　 
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　以上、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

　　議長 

 

 

　　議員 

 

 

　　議員 


